
   ８月 27日(金）、30日(月）、31日(火)  8:30～12:05 

 令和３年８月２５日 

保護者の皆様へ 

 横浜市教育委員会 

横浜市立城郷小学校 

                             校 長 三 瓶 淳 

臨時休業とその間の緊急受入れついて 

 

保護者の皆様には、日頃より横浜の教育の推進に対して、ご理解とご協力をいただき、心

より感謝申し上げます。 

 この度の新型コロナウイルス感染拡大の状況を受けて、横浜市立学校は８月 31日まで臨

時休業とすることにしました。なお、その間、１～３年生及び個別支援学級（全学年）の

児童のうち、保護者の就業やその他の理由により、家庭での対応が困難な場合「緊急受入

れ」を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 終了後、放課後事業（キッズ、学童等）の利用または下校になります。 

※ 放課後事業（キッズ、学童等）利用する児童には、昼食を持たせてください。 

※ 上記以外で、家庭で過ごすことが困難な場合は、学年に関わらずご相談ください。 

 

１ 学習 

・臨時休業期間は登校日ではありませんので、教職員が授業を行うことができません。 

・ご家庭でお子さんと相談をして、一人で取り組める学習（自習）の準備をしてください。 

  例：家庭で購入したドリル、習い事で使っている教材、塗り絵ノート等 
 
２ 持ちもの 

・マスク  ・緊急受入れ利用カード  ・健康観察票  ・昼食  ・水筒  ・上履き 

・その日に必要な学習で使う教科書、本、ノート、筆記用具など 
 
３ 受け入れ場所 

・各学級教室（１～３年、５・６組） 
 
４ 登下校の安全 

・登下校の安全管理につきましては、保護者の責任においてお願いいたします。 

・８時１５分に開門し、８時３０分に施錠します。遅れる場合（遅刻）は、保護者が付き添

って登校してください。 

・１２時０５分より早く学校を離れる場合（早退）も、保護者のお迎えが必要です。 
 
５ 緊急時の連絡 

・「学校から連絡があったときは、迎えにいかなくてはならない。」ことをあらかじめ勤務先

に伝え、常に連絡がとれるようにしてください。 
 

   ８月 27日(金)～８月 31日(火)まで 
※ 全家庭で健康観察を毎日実施し、27・30・31日は電子申請システムで 

   報告してください（詳細は、２６日にメールでお知らせいたします）。 

 

 

臨時休業期間 

緊急受入れ 



６ その他 

・少しでも体調不良（せき、だるさ、息苦しさ、頭痛など）の場合は、登校させないでくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入例】 

 

 

 

  

〇「緊急受入れ」を希望される方は、本日配信するメールでお知らせする「電子申請

システム」に、明日２６日１０時までに必要事項を入力・送信ください。 

 

〇お子さんの健康面や生活面、学習面について、学校に相談したいことがある場合

は、電話連絡ください。 

 

横浜市立城郷小学校 

電話 ４７１－５３４０ 

 

【緊急受入れ利用カードについて】 

○利用初日は、登校確認のため、次のとおり対応をお願いします。 

・保護者が付き添って登校し、カードを提出する。 

・保護者が付添えない場合は、カードを児童に持たせ、８時３５分～５０分に学校に電

話する。 

○記入後のカード右半分は、原本を学校で保管し、コピーを返却します。 

（予定が変わったら学校に電話連絡ください。） 

その他 

希望する日に「○」をつけてください。 

12:05 以外で下校を希望する場合、

その時刻を記入ください。 

当てはまる箇所に「○」を 

つけてください。 

緊急の場合に確実に連絡できるよう、

複数人の携帯番号、勤務先番号等を記

入ください。 


